令和８年度(２０２６年度)水俣に学ぶ肥後っ子教室事業バス手配業務委託　仕様書

１．事業の概要は次のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）業 務 名　　令和８年度(２０２６年度)水俣に学ぶ肥後っ子教室事業
バス手配業務委託
（２）主　　催　　熊本市教育委員会
（３）履行場所　　熊本県環境センター（水俣市）ほか
（４）履行期間　　令和８年（２０２６年）５月２２日（金）
から令和９年(２０２７年)２月２８日（日）
（５）業務内容　　貸切バス手配　　　＊実施校については別紙１参照

２．行程（詳細については調整中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本市内各小学校→→→水俣市（熊本県環境センター他）→→→熊本市内各小学校

３．旅程の基本的条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）基本的事項
このバス手配業務の入札に当たっては、法令を遵守し、入札に参加すること。また、契約締結後においても、法令を遵守するとともに、一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「運輸事業者」という。）と連携・協力して、貸切バス運行の安全確保に万全を期すこと。
（２）出発・帰着場所
　　　出発及び帰着場所は熊本市内各小学校とする。
（３）交通機関
ア）熊本市内各小学校～水俣市間（往復）の貸切バス（ワンマン）を手配すること。
イ) 上記の区間（往復）の一部は高速道路を使用し、使用区間は別紙１のとおりとする。
ウ) このバス手配業務において使用する貸切バスは、道路運送法（昭和26年法律第183号）に定める「一般貸切旅客自動車運送事業」の用に供する車両で、かつ、公益社団法人日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において認定を受けている熊本県内の運輸事業者（以下、「認定事業者」という。）が保有する車両を使用すること。ただし、令和８年(2026年)6月～11月の期間の手配については、認定事業者の保有するバスを全て確保することが困難となることが想定されるため、委託者（熊本市）と協議の上、熊本県内の認定事業者以外の事業者の保有するバスの手配を認める。その場合でも、可能な限り（おおむね３分の２以上）認定事業者の保有するバスの手配に努めること。
エ)このバス手配業務において、補助席を使用して貸切バスを運行する場合は、補助席に安全ベルトが装備された車両を使用すること。
オ）契約後の受託者の都合による車両の変更については、委託者（熊本市）と協議して決定するものとする。ただし、この場合において、委託料の変更は行わないものとする。
（４）入札金額の算定等
ア）このバス手配業務委託に係る入札に際し、旅行業法（昭和27年法律第239号）その他の関係法令等を遵守するとともに、貸切バス運行の安全・確実な履行を確保するため、道路運送法に定める一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金に基づき、入札金額の算定を行うこと。（別添「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」（平成14年九運公福第61号）を参照。）
イ) 高速道路使用に伴う料金はバス手配業務経費に含むこと。
ウ) 入札に参加する者は、運輸事業者の届出運賃により入札額を積算した旨の確約書（別紙様式）を入札開始前に提出すること。
(５）その他
ア）このバス手配業務に係る安全・確実な履行を目的として、落札者は、運輸事業者との間で、このバス手配業務に係る運賃、履行期間に関する事項を定めた契約書を両者記名押印のうえ締結すること。
イ）何らかの事情により日程等に変更が生じた場合、また、事故・急病等により不測の事態が発生した場合、速やかに対処できるようにすること。
ウ）バス借上げ台数に変更が生じた場合は、協議の上、その台数に応じて金額を変更       する。
エ）この仕様書に定めのない事項やその履行に関して疑義を生じたときは、速やかに熊本市の指示を受けるものとする。


